
 
 

（別紙１） 
 

 
 

都市構造再編集中支援事業費補助交付要綱 

  

第１編 総則 

第１条 通則 

都市構造再編集中支援事業費補助の交付に関しては、都市再生特別措置法（平成 14

年法律第 22 号。以下「法」という。）及び都市再生特別措置法施行規則（平成 14 年国

土交通省令第 66 号。以下「規則」という。）並びに補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）、国土交通省所

管補助金等交付規則（平成 12 年 12 月 21 日総理府・建設省令第９号。以下「交付規則」

という。）その他の法令及び関連通知のほか、この要綱に定めるところにより行うもの

とする。 

 

第１条の２ 目的 

人口・世帯減少の本格化、自然災害の頻発・激甚化など、経済社会情勢の大きな変

化に直面するなか、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図る必要があること

から、市街地の拡散や災害ハザードエリアへの立地を抑制した上で、都市の限られた

資源を効果的・効率的に活用し、期間と区域を定めた一体的・集中的なまちづくりを

推進するため、立地適正化計画に基づき、地方公共団体や民間事業者等が行う一定期

間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化、

災害からの復興、居住の誘導の取組等に対し、集中的な支援を行うことを目的とする。 

 

第１条の３ 定義 

この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

１ 都市再生整備計画 

法第 46 条第１項に規定する都市再生整備計画をいう。 

２ 都市再生整備計画事業 

社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22 年３月 26 日付け国官会第 2317 号。以

下「交付金交付要綱」という。）附属第Ⅱ編イ－10 に規定する都市再生整備計画事業

をいう。 

３ 立地適正化計画 

法第 81 条第１項に規定する立地適正化計画（法第 81 条第２項第２号に規定する

居住誘導区域（第２条の２第２項第２号の立地適正化計画に居住誘導区域として定め

られることが確実である区域を含む。以下「居住誘導区域」という。）及び法第 81

条第２項第３号に規定する都市機能誘導区域（第２条の２第２項第２号の立地適正化
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計画に都市機能誘導区域として定められることが確実である区域を含む。以下「都市

機能誘導区域」という。）を定めた立地適正化計画に限る。第１条の３第９項で規定

する地域生活拠点を含む。）をいう。 

 

４ 広域的な立地適正化の方針 
市町村間の広域連携を促進するため、複数の市町村（都市機能誘導区域を定めた

立地適正化計画を有する市町村を必須とし、立地適正化計画を有しない市町村を除き、

都市計画区域を有しない市町村にあっては交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－10－（１）

５．３に規定する地域生活拠点を位置付けた市町村に限る。）が共同して策定するも

のであって、都市圏における拠点や施設の立地等に関する方針を記載したものをいう。 
５ 誘導施設 

 都市機能誘導区域内の次表に掲げる施設であって立地適正化計画に位置付けられた

誘導施設（法第 81 条第２項第３号に規定する誘導施設をいう。第２条の２第２項第

２号の立地適正化計画に誘導施設として定められることが確実である区域を含む。以

下同じ。）をいう。 

１ 医療施設 医療法第４条の２に定める特定機能病院、医療法第４条に定

める地域医療支援病院、医療法第１条の５に定める病院（特定

機能病院及び地域医療支援病院を除く。）又は診療所 

２ 社会福祉施設 「社会福祉法」「老人福祉法」「身体障害者福祉法」「知的

障害者福祉法」「生活保護法」「高齢者の医療の確保に関する

法律」「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関

する法律」「介護保険法」「児童福祉法」「母子及び父子並び

に寡婦福祉法」「母子保健法」「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律」に定める施設又は事業の用

に供する施設のうち、通所等を主目的とする施設 

３ 教育文化施設 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律第２条第６項に定める認定こども園、学校教育法

第１条に定める幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、学

校教育法第 124 条に定める専修学校、学校教育法第 134 条に

定める各種学校、図書館法第２条第１項に定める図書館、博物

館法第２条第１項に定める博物館・博物館法第 31 条に定める

博物館相当施設 

４ 子育て支援施設 乳幼児一時預かり施設（一時預かり事業実施要綱等の国が定

める基準に従い施設を整備・運営するものに限る。）及びこど

も送迎センター（広域的保育所等利用事業実施要綱等の国が定

める基準に従い施設を整備・運営するものに限る。） 

６ 広域連携誘導施設 

誘導施設であって、当該施設の立地する市町村（以下「立地市町村」という。）及

び立地市町村以外の市町村（以下「連携市町村」という。）の住民の利用に供する機

能を有するものとして位置付けられ、かつ、地方自治法に基づく事務の共同処理の制

度等（地方自治法に基づく連携協約の締結、一部事務組合の設置等。ただし、整備す
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る広域連携誘導施設に関連したものに限る。）により当該施設の運用等について立地

市町村及び連携市町村の連携が図られているもののうち、以下の要件のいずれかに該

当する施設をいう。 

① 立地市町村と連携市町村が共同して作成した立地適正化計画に位置付けられた施

設 

② 立地市町村と連携市町村が共同して広域的な立地適正化の方針を作成し、当該方

針に位置付けられた施設 

７ 準誘導施設 

立地適正化計画に誘導施設として位置付けられた次表に掲げる施設をいう。 

１ 医療施設 医療法第１条の２に定める調剤を実施する薬局 

２ 社会福祉施設 「社会福祉法」「老人福祉法」「身体障害者福祉法」「知的

障害者福祉法」「生活保護法」「高齢者の医療の確保に関する

法律」「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関

する法律」「介護保険法」「児童福祉法」「母子及び父子並び

に寡婦福祉法」「母子保健法」「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律」に定める施設又は事業の用

に供する施設のうち、通所等を主目的としない施設 

３ 商業施設 商業施設（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律第２条各項に規定する施設を営業するものを除く。） 

４ 金融施設 決済や融資、預貯金の引き出し、預け入れなどの金融機能を

提供する施設 

８ 連携市町村誘導区域 

共同して立地適正化計画を作成した市町村、又は広域的な立地適正化の方針を作

成しこれに沿った立地適正化計画を有する一連の市町村の、全ての都市機能誘導区域

をいう。 

 ９ 地域生活拠点 

都市計画区域外における地域の拠点となる区域であり、かつ、以下の要件のいず

れかに該当する区域（都市機能誘導区域から公共交通により概ね30分で到達できる

範囲に限る。）をいう。 

① 都市機能誘導区域を定めた立地適正化計画において、拠点として位置付けられた

区域 

② 都市機能誘導区域を定めた立地適正化計画と整合した、市町村管理構想又は地域

管理構想（※）において、拠点として位置付けられた区域 

 （※） 市町村管理構想又は地域管理構想は「国土の管理構想」（令和３年６月国

土交通省国土政策局策定）に基づくものをいう。 

10 事業主体 

都市構造再編集中支援事業を実施する市町村、法第 117 条の規定に基づく市町村

都市再生協議会（以下「協議会」という。）及び市町村からその経費の一部に対して

補助を受けて都市構造再編集中支援事業を実施する特定非営利活動法人等（法第 46
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条第３項に定める特定非営利活動法人等をいう。）（以下「市町村等」という。）、都道

府県及び一部事務組合等市町村以外の地方公共団体及び当該地方公共団体からその経

費の一部に対して補助を受けて都市構造再編集中支援事業を実施する特定非営利活動

法人等（以下「都道府県等」という。）並びに民間事業者等（独立行政法人都市再生

機構（以下「機構」という。）、特定非営利活動法人等を含む。）をいう。 

 

第１条の４ 指導監督事務費 

国は、都道府県知事が行う事業主体に対する指導監督事務に要する費用として、都

道府県に対し指導監督事務費を交付することができる。 

 

第１条の５ 都市構造再編集中支援事業費補助の経理 

１ 事業主体及び第１条の４の指導監督事務費の交付を受ける都道府県は、国の補助

金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付期間の終了後５年間保存しなけれ

ばならない。 

２ 事業主体が「補助事業等における残存物件の取扱について」（昭和 34 年３月 12 日

付建設省会発第 74 号）に定められている備品を購入した場合は、台帳を作成し、当

該備品の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。 

 

第１条の６ 監督等 

１ 国土交通大臣は都道府県及び事業主体に対し、都道府県知事は事業主体（指定都

市及び機構を除く。）に対し、市町村長は当該市町村が補助する特定非営利活動法人

等に対し、それぞれその施行する交付対象事業及び補助対象事業に関し、適正化法

その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の

提出を求め、又はその施行する交付対象事業及び補助対象事業の促進を図るため、

必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。 

２ 国土交通大臣は都道府県及び事業主体に対し、都道府県知事は事業主体（指定都

市及び機構を除く。）に対し、市町村長は当該市町村が補助する特定非営利活動法人

等に対し、それぞれその施行する交付対象事業及び補助対象事業につき、都市構造

再編集中支援事業費補助の適正な執行を図る観点から監督上必要があるときは、そ

の交付対象事業及び補助対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めると

きは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを

命ずることができる。 

 

第２編 市町村等が実施する事業 

 

第２条 交付対象 
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市町村又は協議会とする。 

第２条の２ 交付対象事業 

  以下のいずれかに該当する事業等。 

１ 都市再生整備計画に基づき実施される表１に掲げる事業等のうち立地適正化計画

の目標に適合するもの。 

なお、次の市町村の市町村域において実施される事業等を除く。 

① 居住誘導区域を定めない区域を規定する法第 81 条第 19 項に反して居住誘導区

域を定めている市町村。 

② 原則として居住誘導区域に含まないこととすべき区域を規定する都市計画運用

指針に反して居住誘導区域を定めている市町村。 

③ 市街化調整区域で都市計画法第 34 条第 11 号に基づく条例の区域を図面、住所

等で客観的に明示していない等不適切な運用が行われている市町村。 

④ 立地適正化計画において、法第 81 条第２項第５号に規定する防災指針を記載し

ていない市町村。 

⑤ 都市再生整備計画を国に提出した時点において、立地適正化計画を作成した年

度（令和６年度末までに変更（規則第 31 条に規定する軽微な変更を除く。）を行

っている場合は当該変更を行った年度）の翌年度から起算しておおむね５年を経

過し、かつ法第 84 条に規定する評価を実施していない市町村。 

⑥ 立地適正化計画を作成し、法第 84 条に規定する評価を実施、かつ、都市再生整

備計画を国に提出した時点において直近の評価を実施した年度の翌年度から起算

しておおむね５年を経過した市町村。 

⑦ 直近に実施した法第 84 条に規定する評価の結果において、災害や基幹産業の撤

退等評価上考慮すべき特殊要因も踏まえた上で、居住誘導等の施策効果が明らか

に見られないにもかかわらず、効果の発現に向けた取組事項を明示していない市

町村 

２ 大規模災害からの復興に関する法律第２条に規定する特定大規模災害等を受けて復

興計画等（復興に関する理念や目標、各種施策等を記載した市町村が作成する任意の

計画。以下同じ。）を作成し、かつ、立地適正化計画を有さない市町村の市町村域で

実施される事業等のうち、以下の全ての要件に該当するもの。 

① 当該市町村が作成した復興計画等に都市機能、住宅等の立地及び居住の誘導に関

する方針が記載されていること。 

② 当該市町村が、被災した年度の次年度から起算して２年以内に立地適正化計画の

作成に着手し、かつ、立地適正化計画の作成に着手した年度の次年度から起算し

て２年以内に立地適正化計画を作成することが確実であること。 
第２条の３ 施行地区 

都市再生整備計画の区域、かつ以下の区域で行うものとする。ただし、居住誘導促
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進事業については、この限りでない。 

１ 立地適正化計画に定められた都市機能誘導区域 

なお、都市機能誘導区域外の次の区域を都市機能誘導区域とみなすことができる。 

① 立地適正化計画に基づいて複数の施設の機能を集約する統廃合を行うことにより

、誘導施設又は広域連携誘導施設を整備する場合にあっては、統廃合されたことに

より廃止された施設の敷地及びその敷地と隣接する区域（交付対象事業は、統廃合

されたことにより廃止された施設の除却等、元地の管理の適正化に係る事業に限る

。） 

２ 立地適正化計画に定められた居住誘導区域 

なお、居住誘導区域外の次の区域を居住誘導区域とみなすことができる。 

① 「かわまちづくり」支援制度実施要綱（平成28年２月10日付け国水環第109号）

に基づくかわまちづくり計画等の水辺とまちが融合した良好な空間形成を推進する

計画（以下「水辺まちづくり計画」という。）がある場合は、都市機能誘導区域及

び居住誘導区域に隣接する水辺の区域（なお、交付対象事業は、水辺まちづくり計

画に位置付けられている事業等（災害リスク等の観点から居住誘導区域外での整備

が不適切な建築物及び災害時に使用する施設等の整備を除く。）に限る。） 

② 市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域において設定される用

途地域（以下「市街化区域等」という。）内の居住誘導区域外において、空き地等

が発生して外部不経済が発生する可能性があり、あるべき将来像を提示している区

域（なお、交付対象事業は緑地等の整備に限る。） 

 ３ 第１条の３第９項に規定する地域生活拠点 

  

第２条の４ 交付期間 

都市構造再編集中支援事業費補助を交付する期間は、都市再生整備計画ごとに、都

市構造再編集中支援事業費補助を受けて、交付対象事業が実施される年度からおおむ

ね３年から５年（都市再生整備計画に表１第 14 項の事業を記載している場合は、おお

むね３年から 10 年）とする。 

 

第２条の５ 交付限度額 

１ 規則第 16 条第３項の規定により、交付限度額は、規則第 16 条第１項に基づき算

出した額又は次に掲げる式により算出された額のいずれか少ない額とする。 

 

   交付限度額＝（１／２）×（α＋ａ）＋ｂ 

 

この場合において、αは、次に掲げる式により算出した額のうちいずれか少ない

額とし、かつ、財政法（昭和 22 年法律第 34 号）第４条の規定に基づく公債対象経
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費に該当するものとする。 

 

１）α＝10／10×（Ａ＋Ｂ＋Ｅ＋Ｆ）＋９／10×（Ｃ＋Ｄ） 

２）α＝10／９×Ａ＋10／９×Ｃ＋10／９×Ｅ 

 

Ａ： 都市機能誘導区域内で実施される表１第４項から第 31 項までの事業（以下

「基幹事業」という。）ごとに、交付対象事業の費用の範囲の欄の定めるとこ

ろに従い算出した額を合計した額 

ただし、都市機能誘導区域の面積の市街化区域等の面積（令和４年度以降に

市街化区域を市街化調整区域に編入した場合は、当該面積を市街化区域等の面

積に合算することができる。）に占める割合（以下「都市機能誘導区域面積割

合」という。）が 50％以上の場合は、上記の「合計した額」に９／10 を乗じ

た額とする。 

Ｂ： 都市機能誘導区域内で実施される表１第１項から第３項までの事業等（以下

「提案事業」という。）ごとに、交付対象事業の費用の範囲の欄の定めるとこ

ろに従い算出した額を合計した額 

ただし、都市機能誘導区域面積割合が 50％以上の場合は、上記の「合計し

た額」に９／10 を乗じた額とする。 

Ｃ： 都市機能誘導区域外（ただし、地域生活拠点内を除く。）で実施される基幹

事業ごとに、交付対象事業の費用の範囲の欄の定めるところに従い算出した額

を合計した額 

   ただし、表１第 30 項の事業の場合、表１第 30 項の交付対象事業の費用の

範囲の欄の定めるところに従い算出した額に 10／９を乗じた額とする。 

Ｄ： 都市機能誘導区域外（ただし、地域生活拠点内を除く。）で実施される提案

事業ごとに、交付対象事業の費用の範囲の欄の定めるところに従い算出した額

を合計した額 

Ｅ： 地域生活拠点内で実施される基幹事業（表１第 13 項、第 14 項、第 15 項の

第４号、第 16 項、第 17 項、第 18 項、第 24 項、第 27 項及び第 28 項を除く。）

ごとに、交付対象事業の費用の範囲の欄の定めるところに従い算出した額を合

計した額 

Ｆ： 地域生活拠点内で実施される提案事業ごとに、交付対象事業の費用の範囲の

欄の定めるところに従い算出した額を合計した額 

ａ： 表１第 32 項の事業の、交付対象事業の費用の範囲の欄の定めるところに従

い算出した額 

ｂ： 表１第１項から第３項までの事業等、第５項の事業、第９項から第 12 項ま

での事業、第 15 項の第１号から第３号までの施設を整備する事業及び第 16
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項から第 31 項までの事業のうち、都市機能誘導区域外（ただし、地域生活拠

点内を除く。）において特定非営利活動法人等が実施する事業について、交付

対象事業の費用の範囲の欄の定めるところに従い算出した額に、該当する事業

において当該事業に要する費用と市町村が負担する費用の差額が当該事業に要

する費用に占める割合δから下記に基づいて定められる係数Δを乗じて算出し

た額を合計した額 

 

Δ＝０ （δ＜１／３） 

Δ＝０．３×δ－０．１ （１／３≦δ＜１／２） 

Δ＝０．05 （１／２≦δ） 

 

ただし、都市再生整備計画の区域と都市機能誘導区域（地域生活拠点を含む。）

の重複する部分が、いずれかの計画区域の概ね２／３以上であり、かつ、商業、業務

及び居住等の都市機能が相当程度集積し、立地適正化計画に位置付けられた主要な事

業等が存する一団の土地の区域を含む場合は、上記２）式は３）式とする。 

 

３）α＝10／８×Ａ＋10／８×Ｃ＋10／８×Ｅ 

 

また、都市再生整備計画事業を実施中の地区が都市構造再編集中支援事業を実施

する地区に移行する場合の交付限度額は、規則第 16 条第１項に基づき算出した額又

は次に掲げる式を適用し算出された額のいずれか少ない額とする。 

 

交付限度額＝Ｇ×Ｈ＋Ｉ×Ｊ 

 

Ｇ： 変更提出日の前日における都市再生整備計画事業の交付限度額を交付対象

事業の事業費で除した値 

Ｈ： 都市構造再編集中支援事業への変更提出日の前日までの執行事業費の総額 

Ｉ： １）式から３）式の適用の要件に即して実施される事業（以下「適用対象

事業」という。）のみを対象として、１）式から３）式を適用して算出した交

付限度額を適用対象事業の事業費で除した値 

Ｊ： １）式から３）式の適用の要件に即して実施される事業のうち、都市構造

再編集中支援事業への変更提出日以降の執行事業費の総額 

 

２ ２以上の市町村がそれぞれ提出した複数の都市再生整備計画（以下「複数の都市

再生整備計画」という。）が、その目標及び交付期間を同じとし、かつ、次のいずれ

かの要件を満たす場合においては、前項の規定にかかわらず、複数の都市再生整備
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計画のそれぞれの交付限度額は次のとおり算出するものとする。 

・ 複数の都市再生整備計画の区域が、市町村の境界を跨って、１つの区域を構成

していること。 

・ 複数の都市再生整備計画の区域が、それぞれの都市再生整備計画に記載された

事業等の実施により、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律（平成 19

年法律第 52 号）第５条第１項の規定に基づき作成された広域的地域活性化基盤整

備計画に記載された１つの拠点施設と一体となってまちづくりが促進され、かつ、

当該拠点施設で行われる広域的特定活動が促進されることにより、一体的な機能

を発揮する区域を構成する見込みがあること。 

 

交付限度額算出の対象となる都市再生整備計画について、規則第 16 条第３項の規

定により、交付限度額は規則第 16 条第１項に基づき算出した額又は次に掲げる式に

より算出された額のいずれか少ない額とする。 

 

交付限度額＝（１／２）×（αsum＋ａsum） 

×（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）／（Ａsum＋Ｂsum＋Ｃsum＋Ｄsum

＋Ｅsum＋Ｆsum）＋ｂ 

 

この場合において、αsum は、次に掲げる式により算出した額のうちいずれか少

ない額とし、かつ、財政法第４条の規定に基づく公債対象経費に該当するものとする。 

 

４）αsum＝10／10×（Ａsum＋Ｂsum＋Ｅsum＋Ｆsum）＋９／10×（Ｃsum＋Ｄsum） 

５）αsum＝10／９×Ａsum＋10／９×Ｃsum＋10／９×Ｅsum 

 

Ａ： 交付限度額算出の対象となる都市再生整備計画について、都市機能誘導区域

内で実施される基幹事業ごとに、交付対象事業の費用の範囲の欄に定めるとこ

ろに従い算出した額を合計した額 

 ただし、都市機能誘導区域面積割合が 50％以上の場合は、上記の「合計した

額」に９／10 を乗じた額とする。 

Ｂ： 交付限度額算出の対象となる都市再生整備計画について、都市機能誘導区域

内で実施される提案事業ごとに、交付対象事業の費用の範囲の欄の定めるとこ

ろに従い算出した額を合計した額 

 ただし、都市機能誘導区域面積割合が 50％以上の場合は、上記の「合計した

額」に９／10 を乗じた額とする。 

Ｃ： 交付限度額算出の対象となる都市再生整備計画について、都市機能誘導区域

外（ただし、地域生活拠点内を除く。）で実施される基幹事業ごとに、交付対
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象事業の費用の範囲の欄に定めるところに従い算出した額を合計した額 

   ただし、表１第 30 項の事業の場合、表１第 30 項の交付対象事業の費用の範

囲の欄の定めるところに従い算出した額に 10／９を乗じた額とする。 

Ｄ： 交付限度額算出の対象となる都市再生整備計画について、都市機能誘導区域

外（ただし、地域生活拠点内を除く。）で実施される提案事業ごとに、交付対

象事業の費用の範囲の欄の定めるところに従い算出した額を合計した額 

Ｅ： 交付限度額算出の対象となる都市再生整備計画について、地域生活拠点内で

実施される基幹事業ごとに、交付対象事業の費用の範囲の欄に定めるところに

従い算出した額を合計した額 

Ｆ： 交付限度額算出の対象となる都市再生整備計画について、地域生活拠点内で

実施される提案事業ごとに、交付対象事業の費用の範囲の欄の定めるところに

従い算出した額を合計した額 

Ａsum：複数の都市再生整備計画のそれぞれに算出したＡの額を合計した額 

Ｂsum：複数の都市再生整備計画のそれぞれに算出したＢの額を合計した額 

Ｃsum：複数の都市再生整備計画のそれぞれに算出したＣの額を合計した額 

Ｄsum：複数の都市再生整備計画のそれぞれに算出したＤの額を合計した額 

Ｅsum：複数の都市再生整備計画のそれぞれに算出したＥの額を合計した額 

Ｆsum：複数の都市再生整備計画のそれぞれに算出したＦの額を合計した額 

ａsum：複数の都市再生整備計画のそれぞれに算出したａの額を合計した額 

 

３ 市町村が特定非営利活動法人等に対し、交付対象事業に要する経費の一部を負担

する場合においては、前２項のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ及びａにおける「交付対象

事業の費用の範囲」を「間接交付の場合の事業に要する額」とする。 

  

 

第２条の６ 単年度交付限度額 

１ 年度ごとの都市構造再編集中支援事業費補助の交付限度額（以下「単年度交付限

度額」という。）は、次に掲げる式により算出した額を超えない範囲において定める

ものとする。 

 

単年度交付限度額 ＝ 交付限度額×Ｋ―Ｌ 

 

Ｋ： 都市構造再編集中支援事業費補助が交付される年度の年度末における交付対

象事業に対する執行事業費の割合の見込み 

Ｌ： 前年度末までに交付された都市構造再編集中支援事業費補助の総額 

２ 交付額の調整 
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都市構造再編集中支援事業費補助の交付後、進捗率に変更があった場合、都市構

造再編集中支援事業費補助の交付の目的に反しない限り、当該年度に交付されるべき

金額と交付された金額との差額については、次年度以降に調整することができる。 

 

第２条の７ 都市再生整備計画の提出等 

１ 都市構造再編集中支援事業を実施する市町村等は、法第 14 条の都市再生基本方針

等に基づき次に掲げる事項を記載した立地適正化計画等及び都市再生整備計画につ

いて、国土交通大臣に提出するものとする。 

① 立地適正化計画等 

（イ）法第 81 条第２項第１号に規定する方針 

（ロ）法第 81 条第２項第２号に規定する区域及び事項 

（ハ）法第 81 条第２項第３号に規定する区域及び事項 

（ニ）法第 81 条第２項第５号に規定する事項 

（ホ）まちづくりにおける公的不動産の活用方針 

② 都市再生整備計画 

（イ）都市再生整備計画の区域 

（ロ）都市再生整備計画の目標 

（ハ）都市再生整備計画の目標を達成するために必要な交付対象事業 

（ニ）交付対象事業の費用便益比（交付金交付要綱附属第Ⅱ編ハの表において費用便

益比算出の対象となっている基幹事業を要素事業として実施するもの及び誘導施

設の整備事業に限る。また、要素事業ごとの費用便益比の算出に変えて、費用便

益比の算出対象となる要素事業を含む都市再生整備計画単位で算出した費用便益

比を記載することができる。） 

（ホ）計画期間 

（ヘ）都市再生整備計画の対象となる地区の名称 

（ト）都市再生整備計画の区域の面積 

（チ）交付期間における各交付対象事業の概算事業費 

（リ）都市構造再編集中支援関連事業（当該都市再生整備計画の区域内で都道府県等

及び民間事業者等が実施している都市構造再編集中支援事業をいう。） 

（ヌ）一般関連事業（都市再生整備計画の目標の達成を図るため、交付対象事業に関

連して実施される交付対象事業以外の事業等（（リ）都市構造再編集中支援関連

事業を除く。）をいう。） 

（ル）交付期間 

（ヲ）都市再生整備計画の対象となる地区における整備方針 

（ワ）都市再生整備計画の評価に関する事項 

（カ）その他必要な事項 
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２ 国土交通大臣は、市町村等から前項の規定に基づく都市再生整備計画の提出を受

けた場合には、当該計画の内容を確認し、受理するものとする。 

３ 前２項の規定は、都市再生整備計画を変更する場合に準用する。 

４ 市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、これをインターネットの利用に

より公表するものとする。交付期間の終了時には、都市再生整備計画の目標の達成

状況等について評価を行い、これをインターネットの利用により公表するとともに、

国土交通大臣に報告しなければならない。 

５ 国土交通大臣は、前項に基づく報告を受けたときは、市町村に対し、必要な助言

をすることができる。 

 

表１（市町村等が実施する事業の交付対象事業） 

交付対象事業 交付対象事業の費用の範囲 間接交付の場

合の事業に要

する額 

１.事業活用

調査 

都市再生整備計画の対象となる地区（以下本表におい

て「計画対象地区」という。）における交付対象事業の活

用等に関する調査等に要する費用 

市町村が特定

非営利活動法

人等に対して

負担する費用

の額の範囲内 

２.まちづく

り活動推進

事業 

啓発・研修活動、専門家の派遣、情報収集・提供活動

、社会実験等のまちづくり活動の推進に関する事業等に

要する費用 

同上 

３.地域創造

支援事業 

都市再生整備計画の目標を達成するために必要な事業

等に要する費用 

ただし、次の施設の整備に要する費用を除く。 

・駐車場（本表第10の３に該当するもの） 

・地域交流センター（本表第12の１に該当するもの） 

・観光交流センター（本表第12の２に該当するもの） 

・テレワーク拠点施設（本表第12の３に該当するもの

） 

・賑わい・交流創出施設（本表第12の４に該当するも

の） 

・賑わい・交流創出施設（地域資源活用型）（本表第

12の５に該当するもの） 

・子育て世代活動支援センター（本表第12の６に該当

するもの） 

・複合交通センター（本表第12の７に該当するもの） 

・水防法第14条に規定する洪水浸水想定区域、同法第

14条の２に規定する雨水出水浸水想定区域及び同法

第14条の３に規定する高潮浸水想定区域の区域内に

おける建築物（災害時に避難所等として利用される

ものに限る。）のうち、利用者の安全を確保するため

の対策が実施されないもの。 

 

同上 
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なお、建築物である施設の整備については、１箇所に

おける整備に要する費用は21億円（市街地再開発事業等

により建設される複合建築物の一部を活用して施設を整

備する場合にあっては、30億円）を限度とする。 

 

ただし、市町村が建築物である施設を整備する事業に

ついては、次の全ての要件に該当する場合に限る。 

① 維持管理費を算出し国に提出していること。 

② １）～４）のいずれかに合致すること。 

１）郊外からまちなかへの移転、２）施設の統廃

合、３）他施設との合築、４）公共施設等総合管理

計画を策定済みであり、個別施設計画又はまちづく

りのための公的不動産有効活用ガイドラインに基づ

く計画への当該施設整備の明確な位置付けがなされ

ていること。 

③ 三位一体改革で税源移譲の対象となっていないこ

と。 

④ 他省庁の補助制度がないこと。 

⑤ 整備予定地区周辺における空きビル等の既存スト

ックの有効活用を検討すること。 

４.道路 １ 次のいずれかに該当する道路の整備に要する費用 

① 市町村道については、地域高規格道路等大規模な

事業を除く新設、改築又は修繕 

② 道路法第17条第１項又は第２項に基づき指定市又

は市が管理する国道、都道府県道については、地域

の課題に対応して面的に行われる小規模な改築又は

修繕、並びに道路法施行令（昭和27年政令第479号

）第１条の５及び都市再生特別措置法施行令（平成

14年政令第190号）第15条に定める新設又は改築 

③ 道路法第17条第４項に基づき市町村が整備できる

国道、都道府県道については、道路法施行令第１条

の５に定める新設又は改築 

④ 法第58条に基づき市町村が整備できる国道、都道

府県道については、都市再生特別措置法施行令第15

条に定める新設又は改築 

２ 市町村が実施する街路事業のうち、地域高規格道路

等大規模な事業を除く新設又は改築に要する費用 

－ 

５.公園 次のいずれかに該当する公園の整備に要する費用 

１ 交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－12－（１）に規定す

る都市公園等事業のうち２．のⅠの交付の対象となる

要件に適合する都市公園の整備 

２ 主として計画対象地区内の住民の利用に供する公園

の整備 

 

 ただし、水防法第14条に規定する洪水浸水想定区域、

同法第14条の２に規定する雨水出水浸水想定区域又は同

法第14条の３に規定する高潮浸水想定区域の区域内にお

ける建築物（災害時に避難所等として利用されるものに

市町村が特定

非営利活動法

人等に対して

負担する費用

の額の範囲内

かつ、当該事

業に要する費

用の額の３分

の２を超えな

い範囲の額 
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限る。）の整備に要する費用については、利用者の安全を

確保するための対策が実施される場合に限る。 

６.古都保存

・緑地保全

等事業 

交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－12－（６）に規定する

古都保存・緑地保全等事業の交付の対象となる事業に要

する費用 

 

 ただし、当該事業が次の全ての要件に該当する場合に

限る。 

① 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する

法律（平成20年法律第40号。以下「歴史まちづくり

法」という。）第５条第８項の規定に基づく認定を受

けた歴史的風致維持向上計画（②において「認定歴

史的風致維持向上計画」という。）に位置付けられて

いること。 

② 都市再生整備計画の区域と認定歴史的風致維持向

上計画の重点区域の区域が重複する部分が、いずれ

かの区域の概ね３分の２以上であること。 

－ 

７.河川  次に掲げる事業の交付の対象となる事業に要する費用 

１ 交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－14－（２）に規定す

る統合河川環境整備事業 

２ 交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－３－（５）に規定す

る都市基盤河川改修事業 

３ 交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－３－（８）に規定す

る流域貯留浸透事業 

４ 交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－８－（１）に規定す

る総合流域防災事業のうち４．の（１）の③の要件に

適合するもの 

－ 

８.下水道  次の全てに該当するものの整備に要する費用 

１ 交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－７に規定する下水道

事業の交付の対象となる事業のうち、次のいずれかに

適合するもの 

 （ｲ）公共下水道事業 

 （ﾛ）特定環境保全公共下水道事業 

２ 計画対象地区にあって、都市再生整備計画に位置付

けられた他の事業と一体的、総合的に実施することが

必要かつ効果的な区域（以下本表において「対象区域

」という。）において実施するもの 

３ 対象区域で発生する下水を排除する管渠等（ポンプ

場及び対象区域外の下水を合わせて排除する管渠等を

除く。）を整備するもの 

－ 
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９.駐車場有

効利用シス

テム 

 次の全てに該当する駐車場有効利用システムの整備に

要する費用 

１ 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

内において整備されるものであること。 

２ 概ね５ヘクタール以上の区域で整備するものである

こと。 

３  市町村の助成がない場合においては、その運営が困

難なものであること。 

４ 当該駐車場有効利用システムの整備が、その周辺に

おける路上駐車による道路交通の阻害の解消に寄与す

るものであること。 

 

 ただし、整備に要する費用の４分の１に相当する額を

限度とする。 

 

市町村が特定

非営利活動法

人等に対して

負担する費用

の額の範囲内

かつ、当該事

業に要する費

用の額の３分

の２を超えな

い範囲の額 

10.地域生活

基盤施設 

 次に掲げる施設の整備に要する費用 

１ 緑地 

２ 広場 

３ 駐車場（荷さばき駐車場、駐車場出入口付替及び共

同駐車場を含む注１。） 

ただし、一計画対象地区当たり概ね 500 台の駐車場

の整備に要する費用（市町村が取得する場合に限り、

購入費を含む。）を限度とし、整備に要する費用の４分

の１に相当する額を限度（地下に駐車機能を有する都

市計画駐車場の浸水対策に係る費用は除く（令和９年

度歳出予算に係る事業までに限る）。）とする。 

４ 自転車駐車場（市町村が取得する場合に限り、購入

費を含む。） 

５ 荷物共同集配施設（市町村が取得する場合に限り、

購入費を含む。） 

６ 公開空地（屋内空間を含む。） 

７ 情報板 

８ 地域防災施設（耐震性貯水槽、備蓄倉庫、放送施

設、情報通信施設、発電施設、排水再利用施設、避難

空間等の地域の防災のために必要な施設） 

ただし、次のいずれかの要件に該当する計画対象地

区に設置されるものに限る。 

① 災害対策基本法第２条第10号に基づく地域防災計

画に定められた避難地若しくは避難路等が、計画対

象地区内にあり、又は計画対象地区に隣接している

こと 

同上 
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② 計画対象地区が、鉄道駅の周辺や商業地等多くの

人が集まる地区を含んでいること。 

③ 計画対象地区が、木造建築物が密集している等の

防災上危険と認められる市街地を含み、又は隣接し

ていること。 

なお、当該施設が本表第６項ただし書の全ての要件

に該当する場合は、上記①から③までの要件にかかわ

らず設置できるものとする。 

９ 人工地盤等（人工地盤、立体遊歩道） 

10 分散型エネルギーシステム（コージェネレーション

システム、電力自営線、熱導管及びその付帯施設） 

ただし、次のいずれかの要件に該当する施設へ電気

又は熱を供給する分散型エネルギーシステムの整備に

要する費用を限度とし、コージェネレーションシステ

ムについては整備に要する費用の２分の１に相当する

額を限度とする。 

① 立地適正化計画に基づく道路事業や都市開発事業

等と一体的に実施され、災害対策基本法に基づく地

域防災計画に位置付けられた防災拠点又は帰宅困難

者の受入等に関する地方公共団体との協定に規定す

る一時滞在施設。 

② 災害対策基本法第２条第５号及び第６号に規定す

る機関。ただし、①の要件を満たし、かつ、三大都

市圏域（首都圏整備法に定められた既成市街地及び

近郊整備地帯、近畿圏整備法に定められた既成都市

区域及び近郊整備区域、中部圏開発整備法に定めら

れた都市整備区域をいう。）の政令市及び特別区を

除く市町村における都市機能誘導区域内で実施さ

れ、かつ、エネルギーセンター等のエネルギー供給

施設から概ね半径 1,000ｍ以内で実施されるものに

限る。 

11 公共公益施設と一体的に整備する再生可能エネルギ

ー施設等（太陽光発電・小型水力発電・小型風力発

電・バイオマス発電等再生可能エネルギー設備、未利

用熱活用施設、及び EV ステーション・蓄電池・蓄熱

槽等施設） 

 

ただし、第３号及び第４号の事業において、人口 20

万人以上の地方公共団体が、概算事業費 10 億円以上と見

込む施設を新設する場合は、「多様な PPP/PFI 手法導入

を優先的に検討するための指針」（平成 27 年 12 月 15 日

民間資金等活用事業推進会議決定）に基づき、地方公共

団体が策定している、優先的検討規定等による PPP/PFI

手法の導入について検討することを要件とする。 

11.高質空間

形成施設 

次に掲げる施設の整備等に要する費用 

１ 緑化施設等（植栽・緑化施設、せせらぎ・カスケー

ド、カラー舗装・石畳、照明施設、ストリートファニ

チャー・モニュメント、給電・給排水施設、土塁、堀

同上 
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跡等） 

ただし、土塁、堀跡を整備する事業については、以

下 

の全ての要件に該当する場合に限る。 

① 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第109条第

１項の規定に基づく指定を受けた史跡でないこと。 

② 歴史まちづくり法第５条第８項の規定に基づく認

定を受けた歴史的風致維持向上計画（③において「

認定歴史的風致維持向上計画」という。）に位置付け

られていること。 

③ 都市再生整備計画の区域と認定歴史的風致維持向

上計画の重点区域の区域が重複する部分が、いずれ

かの区域の概ね３分の２以上であること。 

２ 電線類地下埋設施設（宅地区域内で整備又は負担が

行われる管路方式で、道路区域内の場合は占用物件と

なる電線類の地下埋設であるもの（電力管理者が負担

する費用を除く。）） 

３ 電柱電線類移設（宅地区域内で整備又は負担が行わ

れる添架方式で、道路区域内の場合は占用物件となる

電柱電線類の移設であるもの（電力管理者が負担する

費用を除く。）） 

ただし、当該移設が本表第６項ただし書の全ての要

件に該当する場合に限る。 

４ 地域冷暖房施設 

ただし、設計に要する費用に限る。 

５ 歩行支援施設、障害者誘導施設等 

６ 公共公益施設と一体的に整備する情報化基盤施設（

センサー、ビーコン、画像解析カメラ、スマートライ

ト等） 

ただし、以下の全ての要件に該当する場合に限る。 

① 整備される情報化基盤施設を通じて取得・分析さ

れる情報が、公共的な取組・活動等（公共公益施設

の設計、整備、利用促進・活用、維持管理、事業効

果分析等）の用に供されること。 

② スマートシティ官民連携プラットフォームの加入

者が整備する施設であること。 

12.高次都市

施設 

次に掲げる施設の整備に要する費用 

１ 地域交流センター 

２ 観光交流センター 

３ テレワーク拠点施設（コワーキングスペース等（た

だし、地域住民を主として広く利用されるものに限る

。）） 

４ 賑わい・交流創出施設（都市機能誘導区域内に人の

流れを呼び込むことを目的とした、商業施設と一体的

に整備・運営される文化・交流・情報発信・創業支援

（営利目的を除く。）機能等を有する施設（屋外空間

に存する施設を含む。）。） 

５ 賑わい・交流創出施設（地域資源活用型）（地域経済

同上 
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の活性化を目的とした、創業支援（営利目的を除く。）機

能等を有する施設。） 

６ 子育て世代活動支援センター 

７ 複合交通センター 

 

第１号～第６号の施設の整備に要する費用には、購入

費を含む。１箇所における整備に要する費用は21億円を

限度とする。ただし、以下の場合においては30億円を限

度とする。 

① 市街地再開発事業等により建設される複合建築物

の一部を活用して整備する場合 

② ZEB Readyの省エネ性能の水準に適合する建築物

を整備する場合 

 

第７号の施設の整備に要する費用は、施設の共用部分

（２以上の交通施設利用者が利用するものをいう。）の

整備に要する費用（市町村が取得する場合に限り、購入

費を含む。）に限る。 

 

ただし、市町村が実施する事業については、次の全て

の要件に該当する場合に限る。 

ａ 維持管理費を算出し国に提出していること。 

ｂ １）～４）のいずれかに合致すること。 

１）郊外からまちなかへの移転、２）施設の統廃

合、３）他施設との合築、４）公共施設等総合管理

計画を策定済みであり、個別施設計画又はまちづく

りのための公的不動産有効活用ガイドラインに基づ

く計画への当該施設整備の明確な位置付けがなされ

ていること。 

ｃ 三位一体改革で税源移譲の対象となっていないこ

と。 

ｄ 他省庁の補助制度がないこと。 

ｅ 整備予定地区周辺における空きビル等の既存スト

ックの有効活用を検討すること。 

 

新築の建築物は、原則として省エネ基準注３に適合する

こと。また、地方公共団体又は機構が新築する建築物

は、原則として ZEB 水準注４に適合すること。 

 

水防法第 14 条に規定する洪水浸水想定区域、同法第

14 条の２に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第

14 条の３に規定する高潮浸水想定区域の区域内における

建築物においては利用者の安全を確保するための対策が

実施されること。 

 

第４号の施設を整備する場合、都市再生整備計画にお

いて「当該施設整備に伴う雇用創出、経済波及効果等」

を定量的に記載し、かつ、次の全ての要件に該当する場
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合に限る。 

・都市機能誘導区域内で実施される事業であること。 

・第１条の３の 10 に定める民間事業者等が整備主体

であること。 

・第１条の３の 10 に定める民間事業者等が運営主体

であること。 

・当該地が低未利用地（空き地、又は、老朽化かつ稼

働していない施設(従後の商業施設面積が相当程度縮

小されること。))であること。 

・官民で賑わい・交流創出施設の利用に関する協定を

締結していること（締結見込みを含む。）。 

・商業施設は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律第２条各項に規定する施設を営業するも

のを除くこと。 

第４号の施設の整備に要する費用のうち、専有部整備

費は「賑わい・交流創出機能」部分に限る。 

 第５号の施設の整備に要する費用については、歴史ま

ちづくり法第５条第８項に基づく歴史的風致維持向

上計画や観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞

在の促進に関する法律（平成二十年法律第三十九

号。以下「観光圏整備法」という。）第７条第１項に

基づく観光圏整備実施計画、文化観光拠点施設を中

核とした地域における文化観光の推進に関する法律

（令和二年法律第十八号。以下「文化観光推進法」

という。）第 12 条第１項に基づく文化観光拠点施設

を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一

体的な推進に関する計画等、観光等地域資源の活用

に関する市町村の計画の区域内における施設の整備

である場合に限る。 

13.誘導施設 １ 誘導施設の整備に要する費用注２ 

ただし、都市構造再編集中支援事業により、当該施

設を含む連携市町村誘導区域において、同種の広域連

携誘導施設の整備が予定又は整備されている場合（下

記Ｂのただし書きに該当する場合を除く。）を除く。 

 

２ 前号に掲げる誘導施設の整備が立地適正化計画に基

づき複数の施設の機能を集約する統廃合である場合、

統廃合を行うことにより廃止された施設の除却等（除

却、整地（当該施設の敷地及び隣接する区域における

安全対策を含む。）及び本表第 15 項第１号から第３号

の既存建造物活用事業）、元地の管理の適正化に係る

事業に要する費用 

 

誘導施設の整備に要する費用には、購入費を含む。１

箇所における整備に要する費用は 21 億円を限度とする。

ただし、①～③の場合においては 30 億円を限度とする。 

① 市街地再開発事業等により建設される複合建築物

の一部を活用して整備する場合 

同上 
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② 都市機能の安全性強化に必要な防災対策を行う施

設を整備する場合（立地適正化計画に記載された防

災指針に即した事業に限る。） 

③ ZEB Ready の省エネ性能の水準に適合する建築物

を整備する場合 

 

ただし、次の全ての要件に該当する場合に限る。 

Ａ 地区面積が 300 ㎡以上であるもの。（ただし、法第

46 条第２項第５号に規定する滞在快適性等向上区域

（以下「まちなかウォーカブル区域」という。）にお

いて社会福祉施設又は子育て支援施設を整備する場合

においてはこの限りではない。） 

Ｂ 都市構造再編集中支援事業により同種の施設が当該

市町村の誘導施設（広域連携誘導施設を除く。）とし

て整備されていないこと。（ただし、まちなかウォー

カブル区域における社会福祉施設若しくは子育て支援

施設の整備の場合、災害ハザードエリアからの誘導施

設の移転の場合（立地適正化計画に記載された防災指

針に即した事業に限る。）、公共施設等総合管理計画

（個別施設計画を含む。）に基づき複数の誘導施設を

移転・統廃合により整備する場合（移転・統廃合後の

全ての誘導施設（※）の総延べ床面積が、移転・統廃

合の対象となる従前の全ての施設の総延べ床面積を下

回り、かつ、移転・統廃合後の全ての誘導施設（※）

数が、移転・統廃合の対象となる従前の全ての施設数

を下回る場合に限る。また、他施設との合築により誘

導施設を整備する場合、他施設に相当する延べ床面積

は除外する。）又は本表第 28 項の復興促進事業による

整備の場合においてはこの限りではない。） 

Ｃ 三大都市圏域（首都圏整備法に定められた既成市街

地及び近郊整備地帯、近畿圏整備法に定められた既成

都市区域及び近郊整備区域、中部圏開発整備法に定め

られた都市整備区域をいう。）の政令市及び特別区を

除く市町村において実施すること。（ただし、三大都

市圏域の政令市のうち連携市町村誘導区域において整

備する場合においてはこの限りではない。） 

Ｄ 医療施設又は社会福祉施設を整備する場合にあって

は、医療計画、子ども・子育て支援事業計画等と連携

が図られたものであること。 

Ｅ 義務教育に供する公立施設、病院を整備する場合に

あっては、災害時の避難所等として周辺の居住者の用

にも供されるものであること。 

Ｆ 新築の建築物は、原則として省エネ基準注３に適合す

るとこと。また、地方公共団体又は機構が新築する建

築物は、原則として ZEB 水準注４に適合すること。 

 

水防法第 14 条に規定する洪水浸水想定区域、同法第

14 条の２に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第
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14 条の３に規定する高潮浸水想定区域の区域内における

建築物においては利用者の安全を確保するための対策が

実施されること。 

 

また、地方公共団体が実施する事業については、次の

全ての要件に該当する場合に限る。 

ａ 維持管理費を算出し国に提出していること。 

ｂ １）～４）のいずれかに合致すること。 

１）郊外からまちなかへの移転、２）施設の統廃

合、３）他施設との合築、４）公共施設等総合管理

計画を策定済みであり、個別施設計画又はまちづく

りのための公的不動産有効活用ガイドラインに基づ

く計画への当該施設整備の明確な位置付けがなされ

ていること。 

ｃ 三位一体改革で税源移譲の対象となっていないこ

と。 

ｄ 他省庁の補助制度がないこと。 

ｅ 計画・設計段階から民間ノウハウを活用して効率

的なサービス提供や施設規模の適正化等を検討する

とともに、民間資金等の活用を検討すること。 

ｆ 整備予定地区周辺における空きビル等の既存スト

ックの有効活用を検討すること。 

（※）計画・設計段階及び整備済の誘導施設を含む。 

 

14.広域連携

誘導施設 

１ 広域連携誘導施設の整備に要する費用注２ 

２ 前号に掲げる広域連携誘導施設の整備が立地適正化

計画に基づき複数の施設の機能を集約する統廃合であ

る場合、統廃合を行うことにより廃止された施設の除

却等（除却、整地（当該施設の敷地及び隣接する区域

における安全対策を含む。）及び本表第 15 項第１号か

ら第３号の既存建造物活用事業）（廃止された施設が連

携市町村の市町村域に立地する場合であって、当該連

携市町村が作成した都市再生整備計画に記載されたも

のを含む。）、元地の管理の適正化に係る事業に要する

費用 

 

広域連携誘導施設の整備に要する費用には、購入費を

含む。１箇所における整備に要する費用は、立地市町村

と連携市町村の数を合算した数（広域連携誘導施設の整

備以前に当該広域連携誘導施設と同種の誘導施設を整備

した市町村の数を除く。）に 21 億円を乗じた金額を限度

とする。 

 

ただし、次の全ての要件に該当する場合に限る。 

Ａ 地区面積が 300 ㎡以上であるもの 

Ｂ 都市構造再編集中支援事業により同種の広域連携誘

導施設が当該施設を含む連携市町村誘導区域内で整備

されていないこと。 

同上 
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Ｃ 医療施設又は社会福祉施設を整備する場合にあって

は、医療計画、子ども・子育て支援事業計画等と連携

が図られたものであること。 

Ｄ 義務教育に供する公立施設、病院を整備する場合に

あっては、災害時の避難所等として周辺の居住者の用

にも供されるものであること。 

Ｅ 新築の建築物は、原則として省エネ基準注３に適合す

ること。また、地方公共団体又は機構が新築する建築

物は、原則として ZEB 水準注４に適合すること。 

 

 水防法第 14 条に規定する洪水浸水想定区域、同法第 14

条の２に規定する雨水出水浸水想定区域及び同法第 14

条の３に規定する高潮浸水想定区域の区域内における建

築物においては利用者の安全を確保するための対策が実

施されること。 

 

また、地方公共団体が実施する事業については、本表

第13項ａ～ｆの全ての要件に該当する場合に限る。 

15.既存建造

物活用事業 

次に掲げる施設を既存の建造物を活用して整備する事

業に要する費用。なお、建物その他の工作物の購入に要

する費用は、「国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補

償基準の運用方針」（平成15年８月５日国総国調第57号

）第６の規定に準じて算出した補償費相当額を限度とす

る。 

 

１ 地域生活基盤施設 

購入、移設及び改築（大規模な修繕を含む。）に要

する費用（耐震性貯水槽の整備に要する費用を除く。

） 

 

２ 高質空間形成施設 

購入、移設及び改築（大規模な修繕を含む。）に要す

る費用（電線類地下埋設施設、歩行支援施設及び障害

者誘導施設等の整備に要する費用を除く。） 

 

３ 高次都市施設 

購入、賃借（※１）、移設及び改築（大規模な修繕を

含む。）に要する費用 

 

４ 誘導施設 

購入、賃借（※１）、移設及び改築（大規模な修繕を

含む。）に要する費用並びに当該誘導施設の整備が立地

適正化計画に基づき複数の施設の機能を集約する統廃

合である場合にあっては、本表第13項第２号に掲げる

元地の管理の適正化に係る事業に要する費用 

 

 

 第３号の事業について、本表第12項第４号の施設の整

同上 
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備に要する費用（購入、賃借（※１）、移設及び改築（大

規模な修繕を含む。））は「賑わい・交流創出機能」部分

に限る。 

 

第３号の事業について、本表第12項第５号の施設の整

備に要する費用（購入、賃借（※１）、移設及び改築（大

規模な修繕を含む。））は、歴史まちづくり法第５条第８

項に基づく歴史的風致維持向上計画や観光圏整備法第７

条第１項に基づく観光圏整備実施計画、文化観光推進法

第12条第１項に基づく文化観光拠点施設を中核とした地

域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する

計画等、観光等地域資源の活用に関する市町村の計画の

区域内における施設の整備である場合に限る。 

 

第３号及び第４号の事業について、都市機能誘導区域

内であり、かつ、立地適正化計画に記載された防災指針

等において老朽市街地対策が必要な地区として位置づけ

られた地区で実施される場合は、以下の全ての要件を満

たす場合に限る。 

 

① 防災備蓄機能を具備すること。 

② 発災時に地域住民等を一時収容するための必要最

低限のスペースに鑑みて適切な規模であること。 

 

第３号及び第４号の事業については、１箇所における

整備に要する費用（元地の管理の適正化に係る事業に要

する費用及び老朽市街地既存建造物対策費用（上記①及

び②を満たすために必要となる費用をいう。）を除

く。）は21億円を限度とする。ただし、第３号の事業に

おいて、①又は③の場合においては30億円を限度とす

る。第４号の事業において、①～③の場合においては30

億円を限度とする。 

① 市街地再開発事業等により建設される複合建築物

の一部を活用して整備する場合 

② 都市機能の安全性強化に必要な防災対策を行う施

設を整備する場合（立地適正化計画に記載された防

災指針に即した事業に限る。） 

③ ZEB Readyの省エネ性能の水準に適合する建築物

を整備する場合 

 

第３号及び第４号の事業について、水防法第14条に規

定する洪水浸水想定区域、同法第14条の２に規定する雨

水出水浸水想定区域又は同法第14条の３に規定する高潮

浸水想定区域の区域内における整備に要する費用につい

ては、利用者の安全を確保するための対策が実施される

場合に限る。 

 

第４号の事業については、都市構造再編集中支援事
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業により、当該施設を含む連携市町村誘導区域におい

て、同種の広域連携誘導施設の整備が予定又は整備さ

れている場合（下記Ａのただし書きに該当する場合を

除く。）を除く。 

 

第４号の事業については、次の全ての要件に該当する

場合に限る。 

Ａ 都市構造再編集中支援事業により同種の施設が当該

市町村の誘導施設（広域連携誘導施設を除く。）とし

て整備されていないこと。（ただし、まちなかウォー

カブル区域における社会福祉施設若しくは子育て支援

施設の整備の場合、災害ハザードエリアからの誘導施

設の移転の場合（立地適正化計画に記載された防災指

針に即した事業に限る。）、公共施設等総合管理計画

（個別施設計画を含む。）に基づき複数の誘導施設を

移転・統廃合により整備する場合（移転・統廃合後の

全ての誘導施設（※２）の総延べ床面積が、移転・統

廃合の対象となる従前の全ての施設の総延べ床面積を

下回り、かつ、移転・統廃合後の全ての誘導施設（※

２）数が、移転・統廃合の対象となる従前の全ての施

設数を下回る場合に限る。また、他施設との合築によ

り誘導施設を整備する場合、他施設に相当する延べ床

面積は除外する。）又は本表第28項の復興促進事業に

よる整備の場合においてはこの限りではない。）。 

Ｂ 三大都市圏域の政令市及び特別区を除く市町村にお

いて実施すること（ただし、三大都市圏域の政令市の

うち連携市町村誘導区域において整備する場合におい

てはこの限りではない。）。 

Ｃ 医療施設又は社会福祉施設を整備する場合にあって

は、医療計画、子ども・子育て支援事業計画等と連携

が図られたものであること。 

Ｄ 義務教育に供する公立施設、病院を整備する場合に

あっては、災害時の避難所等として周辺の居住者の用

にも供されるものであること。 

 

また、地方公共団体が実施する第３号及び第４号の事

業については、次の全ての要件に該当する場合に限る。 

ａ 維持管理費を算出し国に提出していること。 

ｂ １）～４）のいずれかに合致すること。 

１）郊外からまちなかへの移転、２）施設の統廃

合、３）他施設との合築、４）公共施設等総合管理

計画を策定済みであり、個別施設計画又はまちづく

りのための公的不動産有効活用ガイドラインに基づ

く計画への当該施設整備の明確な位置付けがなされ

ていること。 

ｃ 三位一体改革で税源移譲の対象となっていないこ

と。 

ｄ 他省庁の補助制度がないこと。 
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なお、第４号の事業については、特定非営利活動法人

等への間接交付の場合の費用は、購入（用地取得費につ

いては、緑地、広場、通路等の公共の用に供する敷地に

相当する部分、施設取得費については、共同施設及び専

有部の23％に相当する部分に限る。）、賃借（※１）、移設

及び改築並びに元地の管理の適正化に係る事業に要する

費用とする。ただし、移設及び改築に要する費用のう

ち、土地整備費、共同施設整備費、専有部整備費、負担

増分用地費については、当該費用に1.20を乗じて得た額

とする。 

 

（※１）賃借に要する費用は、原則５年間を限度とした

賃料とする。また、事業中に当初の計画期間に満た

ない事業期間となった場合は、賃借に要する費用の

全てを交付対象から除外する。 

（※２）計画・設計段階及び整備済の誘導施設を含む。 

16.土地区画

整理事業 

交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－13－（６）に規定する

都市再生区画整理事業の交付の対象となる事業に要する

費用 

同左 

17.市街地再

開発事業 

交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－13－（２）又はイ－16

－（１）に規定する市街地再開発事業の交付の対象とな

る事業に要する費用 

左に掲げる事

業の交付の要

件等に基づき

算出した国費

の額の２倍を

超えない額 

18.住宅街区

整備事業 

次に掲げる費用 

１ 交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－13－（２）に規定す

る住宅街区整備事業の交付の対象となる事業に要する

費用 

２ 「市街地再開発事業等管理者負担金補助採択基準」（

ただし、道路に係る公共施設管理者負担金に要する費

用に限る。）の採択基準等に適合するものごとに定めら

れた費用 

同上 

19.バリアフ

リー環境整備

促進事業 

交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－16－（６）に規定する

バリアフリー環境整備促進事業の交付の対象となる事業

に要する費用 

同上 

20.優良建築

物等整備事

業 

交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－16－（２）に規定する

優良建築物等整備事業の交付の対象となる事業に要する

費用 

同上 

21.住宅市街

地総合整備事

業 

交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－16－（８）に規定する

住宅市街地総合整備事業の交付の対象となる事業に要す

る費用 

同上 

22.街なみ環

境整備事業 

交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－16－（９）に規定する

街なみ環境整備事業の交付の対象となる事業に要する費

用 

同上 

23.住宅地区 「住宅地区改良事業等対象要綱」（平成17年８月１日 同上 
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改良事業等 付け国住整第38-２号）に定められた費用 

24.都心共同

住宅供給事業 

交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－16－（８）に規定する

都心共同住宅供給事業の交付の対象となる事業に要する

費用 

同上 

25.公営住宅

等整備 

次に掲げる補助要領等に規定する事業ごとに、それぞ

れ当該補助要領等に定められた費用 

１ 「公営住宅等整備事業対象要綱」（平成 17 年８月１

日付け国住備第 37 号）第２第２号に定める公営住宅

等整備事業 

２ 「地域優良賃貸住宅整備事業対象要綱」（平成 19 年

３月 28 日付け国住備第 161 号）第２条第３号に定め

る地域優良賃貸住宅整備事業 

３ 「公営住宅等ストック総合改善事業対象要綱」（平成

17 年８月１日付け国住備第 38-３号）第２第１項第５

号に定める公営住宅等ストック総合改善事業 

４ 「公営住宅等駐車場整備事業費補助金交付要綱（平

成３年住建発第 103 号）」に定める公営住宅等駐車場

整備事業 

５ 「公営住宅等関連事業推進事業補助要領（平成６年

建設省住備発第 56 号）」第２各号に定める補助金の交

付の対象となる事業 

同上 

26.都市再生

住宅等整備 

交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－16－（８）に規定する

都市再生住宅等整備の交付の対象となる事業に要する費

用 

同上 

27.防災街区

整備事業 

次に掲げる費用 

１ 交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－13－（２）又は交付

金交付要綱附属第Ⅱ編イ－16－（８）に規定する防災

街区整備事業の交付の対象となる事業に要する費用 

２ 「市街地再開発事業等管理者負担金補助採択基準」

（ただし、道路に係る公共施設管理者負担金に要する

費用に限る。）の採択基準等に適合するものごとに定

められた費用 

同上 

28.復興促進

事業 

流域治水型の原型復旧が実施され浸水を許容する区域

から移転する誘導施設（立地適正化計画に位置づけられ

ることが確実な誘導施設を含む。）及び準誘導施設（立

地適正化計画に位置づけられることが確実な準誘導施設

を含む。）の整備に要する費用注２ 

 

整備に要する費用には、購入費を含む。 

 

ただし、本表第13項Ｄ、Ｅ及びＦの要件に該当する場

合に限る。 

 

また、地方公共団体が実施する事業については、本表

第13項ａ、ｃ、ｄ及びｆ全ての要件に該当する場合に限

る。 

 

また、準誘導施設のうち、商業施設及び金融施設につ

市町村が特定

非営利活動法

人等に対して

負担する費用

の額の範囲内

かつ、当該事

業に要する費

用の額の３分

の２を超えな

い範囲の額 
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いては次の要件を全て満たす施設に限る。 

Ａ 地方公共団体が整備主体でないこと。 

Ｂ 施設の規模は従前の施設と同程度を限度とするこ

と。 

Ｃ 周辺に同種施設がないこと。 

Ｄ 市町村が必要と判断したこと。 

Ｅ 多数の者が出入りし、利用することが想定されるこ

と。 

29.エリア価

値向上整備事

業 

官民連携により既存の都市のインフラ又は施設（以下

「既存ストック」という。）を活用し、公共公益施設の

利便性向上及び都市再生整備計画内の地域の価値向上に

資する以下の事業のうち、都市再生整備計画に整備及び

維持管理を含む官民の費用負担並びに役割分担が記載さ

れているもの 

 

１ 既存ストックを活用した地域生活基盤施設及び高質

空間形成施設の整備又は既存建造物活用事業に要する

費用 

 

２ 情報化基盤施設（センサー、ビーコン、画像解析カ

メラ、スマートライト等）の整備に要する費用 

ただし、整備される情報化基盤施設を通じて取得・

分析される情報が公共的な取組・活動等（公共公益施

設の設計、整備、利用促進・活用、維持管理、事業効

果分析等）の用に供されること。 

 

３ 都市再生整備計画の目標を達成するために必要なサ

ービス提供のための設備の導入に要する費用 

 

４ 情報の収集・発信等のためのシステム基盤整備に要

する費用 

 

５ 社会実験の実施及びコーディネート等に要する費用 

 

６ 次期開発に向けた機動的事業化支援に係る費用（①

既存物件の除却、②暫定利用（社会実験の実施及びコ

ーディネート等に要する費用）） 

ただし、都市機能誘導区域内で実施される事業であ

り、かつ、次期開発（※１）に向けた「まちの将来ビ

ジョン（任意の構想、計画）」を策定済であり、かつ

、当該地が落壁による事故や周辺の犯罪増加など現に

外部不経済が発生している空きビル（※２）であり、

かつ、ⅰ）又はⅱ）の要件に該当する場合に限る。ま

た、第６号の適用は、令和10年度末までに国に都市再

生整備計画を提出した場合に限る。 

ⅰ）①を実施する場合は、次の全ての要件に該当す

る場合に限る。 

・従前の建物用途が第１条の３第５項又は第７項に

市町村が特定

非営利活動法

人等に対して

負担する費用

の額の範囲内 
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掲げる施設に相当する機能をもつ施設であること

。 

・「まちの将来ビジョン」に基づき次期開発を想定

する区域における「土地利用の検討」を実施済で

あること。 

・次期開発において民間施設の整備が想定される場

合、「既存建物の除却に要する費用」に係る官民

による費用負担の考え方を協定で定め、必要に応

じて「既存建物の除却に要する費用」から民間負

担分を控除すること。 

・次のいずれかの要件に該当すること。 

Ａ 「既存物件の除却から概ね３年以内に事業着

手を行う」旨の覚書の締結 

Ｂ 事業主体と事業化に向けて協議を開始してい

る旨を証明する書類の都市再生整備計画への添

付 

Ｃ 「地区計画」の策定（「まちの将来ビジョン

」で想定する機能以外の立地の抑制、「まちの

将来ビジョン」に沿った開発を行う等） 

なお、「既存物件の除却に要する費用」は、21億

円を限度とし、かつ、当該事業の開始前年度におけ

る「住宅局所管事業に係る標準建設費等について（

国土交通事務次官通知）」に規定する非木造建築物

の除却工事費を用いること。 

ⅱ）②を実施する場合は、次の全ての要件に該当す

る場合に限る。 

・暫定利用時は当該地において「営利目的とする施

設の営業」や「風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律第２条各項に規定する施設の営

業」を除くこと。 

・次期開発が開始されるまでの期間、当該地を適切

な管理のもと活用し、空き地の状態としないこと

。 

（※１）従前施設の商業・業務機能の規模を相当程度縮

小し、かつ、公共施設が整備されること。 

（※２）市町村が建物所有者であること。又は、民間事

業者等が建物所有者である場合、市町村と民間事業

者等が（※１）に関する協定等を締結していること

（締結見込みを含む。）。 

 

７．まちづくり構想・計画検討経費 

都市機能誘導区域内における事業の実施に向けた構

想・検討に要する費用 

ただし、事業の実施に向けた官民連携の検討体制が

構築されている場合に限る。 

30.こどもま

んなかまちづ

くり事業 

次に掲げる費用（こども・子育て支援に資する機能に

係る部分に限る。） 

ただし、都市再生整備計画において①こども・子育て

市町村が特定

非営利活動法

人等に対して
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支援に資する目標を記載し、かつ、②こども・子育て支

援環境整備方針(※)を記載し、かつ、以下の全ての要件

に該当する場合に限る。また、こども基本法第10条第２

項に規定する市町村こども計画(以下「市町村こども計

画」という。)に、こども・子育て支援関連施設について

記載した年度の翌年度から起算して３年以内に事業に着

手する地区に限る（市町村こども計画を改定する場合を

含む。）。 

・市町村こども計画（市町村こども計画の策定が確実

と見込まれる場合を含む。）に記載されたこども・

子育て支援関連施設を含むこと。 

・教育施設や医療施設等の子育てに必要な施設が周辺

地域に立地し(立地が確実な場合を含む。)、かつ、

当該施設の数が充足していること。 

・周辺地域における子育て世帯の状況に適切に対応し

たインフラ整備(例：鉄道駅、住宅地等の整備(新

設、改築))が近年行われていたこと(実施が確実な

場合を含む。)。 

（※）現状のこども・子育て支援環境等を踏まえ、「こ

ども・子育て支援」に対する「都市構造再編中集

支援事業で実施する事業」による効果を記載し、

整備する施設の規模が定量的に需要を充足するも

のとして説明されていること。また、その規模が

周辺の子育て世帯数に対して十分であることが説

明されていること。 

 

１ 公園（本表第５項に該当するもの） 

２ 緑地（本表第10項第１号に該当するもの） 

３ 広場（本表第10項第２号に該当するもの） 

４ 歩行支援施設、障害者誘導施設等（本表第11項第５

号に該当するもの） 

５ 地域交流センター（本表第12項第１号及び本表第15

項第３号に該当するもの） 

６ テレワーク拠点施設（本表第12項第３号及び本表第

15項第３号に該当するもの） 

７ 子育て世代活動支援センター（本表第12項第５号及

び本表第15項第３号に該当するもの） 

８ ベビーカーシェアポート 

９ まちなか見守りカメラ 

10 ベビーケアルーム等の子育て支援に特化した施設 

負担する費用

の額の範囲内

かつ、当該事

業に要する費

用の額の３分

の２を超えな

い範囲の額 
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31．暑熱対策

事業 

緑化施設、水盤・親水施設、透水・保水性舗装、日よ

け施設等の暑熱対策に資する施設であって、通年利用す

るものの整備に要する費用。 

ただし、次の要件を全て満たす場合に限る。 

 

①都市再生整備計画の目標に暑熱対策に係る目標を記

載し、かつ同計画の目標を定量化する指標として暑

熱対策に関連するものを設定すること。 

②区域内において線的・面的に実施される暑熱対策で

あること。 

同上 

 

32.居住誘導

促進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域の面積が市街化区域等の面積（令和４年

度以降に市街化区域を市街化調整区域に編入した場合

は、当該面積を市街化区域等の面積に合算することがで

きる。）の１／２以下の市町村であって当該市町村の区

域のうち居住誘導区域外の区域、立地適正化計画に記載

された防災指針に即した災害リスクの高い地域であって

居住誘導区域外の区域又は市街化区域を市街化調整区域

に編入した市町村であって当該編入した市街化調整区域

（以下「居住誘導区域外等」という。）から同一市町村

内の居住誘導区域へ移転する者（以下「移転者」とい

う。）に対して第１号～第３号に掲げる費用を補助する

事業に要する費用並びに第４号及び第５号に掲げる事業

に要する費用 

 

ただし、都市再生整備計画の目標に居住誘導方針を記

載するものとし、立地適正化計画における防災指針の策

定及び災害リスクを踏まえた居住人口等、定量的な目標

設定を行っていること又は確実に行う見込みである市町

村において実施される事業に限る。 

また、移転元地を居住の用に供さない場合に限る。 

 

１ 移転者の住居の移転に要する費用 （ただし、移転者

あたりの費用は、防災集団移転促進事業費補助金交付

要綱（昭和48年２月15日 自治疎第４号。以下「防集

事業交付要綱」という。）別表第一の対象経費区分

「六 法第８条第６号の経費」の補助基本額の欄に定

める額を限度とする。） 

 

２ 移転者の居住誘導区域における住宅の建設若しくは

市町村が特定

非営利活動法

人等に対して

負担する費用

の額の範囲内 
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購入又は住宅用地の購入に要する費用（ただし、移転

者あたりの費用は、当該移転者が住宅の建設若しくは

購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金

の利子相当額及び防集交付要綱別表第一の対象経費区

分「二 法第８条第２号の経費」の補助基本額の欄に

定める額を限度とする。） 

 

３ 居住誘導区域外等において、居住の用に供さなくな

った住宅の除却及び宅地の整地（宅地に隣接する区域

における宅地の管理上必要な安全対策等の措置を含

む。）に要する費用 

 

４ 居住誘導区域外等の住宅及び住宅の除却を行った敷

地における緑地及び広場の整備並びに既存建造物活用

事業（誘導施設を整備する場合を除く。）に要する費

用（用地費を含む。） 

ただし、市街化区域を市街化調整区域に編入した区

域に限る。 

 

５ 移転者の移転の促進及び移転元地の管理に関するコ

ーディネートに要する費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

注１）共同駐車場の対象事業の費用の範囲は次のとおりである。 

○共同駐車場 

次の全てに該当する共同駐車場の整備に要する費用 

１ 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において整備されるもので

あること。 

２ 幹線街路で囲まれた概ね４ヘクタール以内の街区内において整備されるもので、

次のいずれかに適合するものであること。 

① 10 人以上の土地所有者、地上権者等が共同して整備するものであること。 

② 昭和 35 年国勢調査による人口集中地区（ただし、昭和 35 年に人口集中地区

が設定されていない場合については、人口集中地区の設定の基準を満たすとみ

なされる地区）内の商業地域又は近隣商業地域及びこれに接する区域で中心市

街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律第 92 号。以下「中心市街地活性化

法」という。）第９条に規定する基本計画において位置づけられる区域（三大

都市圏の既成市街地等を除く。）で整備されるものについて、５人以上の土地

所有者、地上権者等が共同して整備するものであること。 

③ 地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は中心市街

地活性化法第 51 条の規定による中心市街地整備推進機構と２人以上の土地所有

者、地上権者等からなる整備主体とが共同して整備するものであること。 
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④ 附置義務駐車施設を立地誘導する駐車場の整備で、次に掲げる条件に該当し、

地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人が整備するものであること。 

（イ）当該駐車場が主要な路外駐車場として駐車場整備計画に位置付けられてい

ること。 

（ロ）地方公共団体、整備主体及び地元等が共同駐車場の整備に関する協定を締

結していること。 

（ハ）附置義務駐車施設の立地誘導を行う地区内の建築物建替計画を地方公共団

体が策定していること。 

３ 駐車台数が 50 台以上のものであること（ただし、三大都市圏の既成市街地等に

おいては 200 台以上のものであること。）。 

４ 市町村の助成がない場合においては、その経営が困難なものであること。 

５ 当該共同駐車場の建設が、その周辺における路上駐車による道路交通の阻害の解

消に寄与するものであること。 

共同駐車場が他の構造物と一体となって建設される場合には、当該駐車場と他

の構造物をそれぞれ単独に建設したと仮定した建設費により全体建設費を按分し

た額を基準とする（ただし、別に積算が可能なものにあっては、この限りではな

い。）。 

 

注２）特定非営利活動法人等への間接交付の場合の整備に要する費用は、次に掲げる費用

を合計した額とする。 

① 設計費 

交付金交付要綱附属第Ⅲ編イ－13―（４）１．一に掲げる調査設計計画に要す

る費用をいう。 

② 土地整備費 

交付金交付要綱附属第Ⅲ編イ－13―（４）１．二に掲げる土地整備に要する費

用（ただし、「コア事業」とあるのは「誘導施設の整備事業」と読み替えるもの

とする。）をいう。 

③ 用地取得費 

緑地、広場、通路等の公共の用に供する敷地に相当する部分の取得費に限る。 

④ 共同施設整備費 

交付金交付要綱附属第Ⅲ編イ－13―（４）２．三に掲げる共同施設整備に要す

る費用をいう。 

⑤ 専有部整備費 

誘導施設（共同施設部分を除く。）の整備に要する費用（当該整備に要する費

用に 100 分の 23 を乗じて得た額）をいう。 

⑥ 負担増分用地費 
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立地適正化計画に定められた都市機能誘導区域の区域外から区域内へ誘導施設

を移転する際に追加的に必要となる土地取得に係る費用をいい、次の式により算

定した額（Ｚ）とする。ただし、従前地の土地利用は誘導施設以外の土地利用と

する。 

・ア（従後地面積）≦（従前地面積）の場合： 

Ｚ＝（（従後地土地価格）－（従前地土地価格））×0.23 

・イ（従後地面積）＞（従前地面積）の場合： 

Ｚ＝（（従後地土地単価）－（従前地土地単価））×（従前地面積）×0.23 

なお、緑地、広場、通路等の公共の用に供する敷地に相当する部分の取得費を

用地取得費として交付対象事業費とする場合は、当該用地取得費を減じた額を従

後地土地価格とする。 

また、負担増分用地費を算出するに当たり、従前地及び従後地の土地価格につ

いては、市町村において不動産鑑定評価を行った後に、土地価格の算定にかかる

専門性を有する第三者が入った委員会に付議し、定めるものとする。 

 

なお、次のいずれかに適合する場合においては、上記の費用のうち土地整備費、

用地取得費、共同施設整備費、専有部整備費及び負担増分用地費については、1.20

を乗じて得た額とする。 

Ａ 低未利用地において誘導施設を整備することにより、土地の有効活用を図り、生

活機能を確保する事業 

Ｂ 医療、社会福祉、行政等の複数の機能を有する施設（複数市町村が連携して立地

適正化計画を作成し、共同で活用・整備する単一機能の施設を含む。）の整備に

より、まちの核となる拠点を形成する事業 

Ｃ 複数の敷地を集約・整序し、土地の有効活用を図り、誘導施設を整備する事業 

Ｄ 災害ハザードエリアから移転を行う事業（立地適正化計画に記載された防災指針

に即した事業に限る。） 

Ｅ 復興促進事業 

 

注３）建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成27年法律第53号。以下

「建築物省エネ法」という。）第２条第１項第三号に規定する建築物エネルギー消費

性能基準（以下「省エネ基準」という。）に適合すること（ただし、建築物省エネ法

第20条により適用除外となる建築物を除く。）。 

 

注４）再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が、省エネ基準の基準値から用

途に応じて30%削減又は40%削減（小規模（300㎡未満）は20%削減）となる省エネ性能

の水準に適合すること（ただし、建築物省エネ法第20条により適用除外となる建築物
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を除く。）。 

 

第３編 都道府県等が実施する事業 

 

第３条 補助対象 

市町村以外の地方公共団体とする。 

 

第３条の２ 補助対象事業 

表２に掲げる事業で、都市再生整備計画において都市構造再編集中支援関連事業に

位置づけがあるもの 

なお、第２条の２第１項各号に掲げる市町村の市町村域において実施される事業を

除く。 

第３条の３ 施行地区 

連携市町村誘導区域（第２条の３第１項①の区域を含む。）で行うものとする。 

 

第３条の４ 補助金の額 

１ 補助対象事業費の２分の１（都市機能誘導区域面積割合が50％以上の場合（当該

立地適正化計画が、平成29年度以前に作成され、かつ、作成の日から起算して５年

以内のものである場合を除く。）にあっては、100分の45）を補助金の額とする。 

２ 都道府県等が特定非営利活動法人等に対し、補助対象事業に要する経費の一部を

負担する場合においては、前項の「補助対象事業費」を「間接補助の場合の事業に

要する額」とする。 

 

第３条の５ 都市再生整備計画の提出等 

都市構造再編集中支援事業を実施する都道府県等は、法第14条の都市再生基本方針

等に基づき次に掲げる事項を記載した立地適正化計画（補助対象事業を実施する市町

村のもの）及び都市再生整備計画（都市構造再編集中支援関連事業に補助対象事業が

記載されているもの）について、国土交通大臣に提出するものとする。 

１ 立地適正化計画 

① 法第81条第２項第１号に規定する方針 

② 法第81条第２項第２号に規定する区域及び事項 

③ 法第81条第２項第３号に規定する区域及び事項 

④ まちづくりにおける公的不動産の活用方針 

２ 都市再生整備計画 

① 都市再生整備計画の区域 

② 都市再生整備計画の目標 
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③ 都市再生整備計画の目標を達成するために必要な事業 

④ 計画期間 

⑤ 都市再生整備計画の対象となる地区の名称 

⑥ 都市再生整備計画の区域の面積 

⑦ 交付期間における各交付対象事業の概算事業費 

⑧ 都市構造再編集中支援関連事業（当該都市再生整備計画の区域内で、都道府県等

及び民間事業者等が実施している都市構造再編集中支援事業をいう。） 

⑨ 一般関連事業（都市再生整備計画の目標の達成を図るため、交付対象事業に関連

して実施される交付対象事業以外の事業等（⑧都市構造再編集中支援関連事業を

除く。）をいう。） 

⑩ 交付期間 

⑪ 都市再生整備計画の対象となる地区における整備方針 

⑫ 都市再生整備計画の評価に関する事項 

⑬ その他必要な事項 

 

表２（都道府県等が実施する事業の補助対象事業） 

補助対象事業 補助対象事業の費用の範囲 間接補助の場

合の事業に要

する額 

１.誘導施設 表１の第13項と同じ。ただし、「間接交付」とあるの

は「間接補助」と、「交付対象」とあるのは「補助対

象」と読み替えるものとする。 

都道府県等が

特定非営利活

動法人等に対

して負担する

費用の額の範

囲内かつ、当

該事業に要す

る費用の額の

３分の２を超

えない範囲の

額 

２.広域連携

誘導施設 

表１の第14項と同じ。ただし、「間接交付」とあるの

は「間接補助」と、「交付対象」とあるのは「補助対

象」と読み替えるものとする。 

同上 

３.既存建造

物活用事業 

表１の第15項第４号と同じ。ただし、「間接交付」と

あるのは「間接補助」と、「交付対象」とあるのは「補

助対象」と読み替えるものとする。 

同上 

 

第４編 民間事業者等が実施する事業 

 

第４条 補助対象 

民間事業者等とする。 
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第４条の２ 補助対象事業 

次の全てに適合する表３に掲げる事業をいう。 

 １ 立地適正化計画に定められた都市機能誘導区域内（第２条の３第１項①の区域を含

む。）における事業であること。 

２ 都市再生整備計画において都市構造再編集中支援関連事業として位置付けがある

こと。 

３ 市町村又は都道府県が事業主体に対して公的不動産等活用支援を行う事業である

こと。ただし、都道府県が当該支援を行う場合にあっては、市町村が財政上のその

他の支援を講じる事業であること。 

４ 第２条の２第１項各号に掲げる市町村の市町村域において実施される事業ではな

いこと。 

 

第４条の３ 施行地区 

都市機能誘導区域内（第２条の３第１項①の区域を含む。）の地区において行うもの

とする。 

 

第４条の４ 補助金の額 

１ 補助対象事業費の３分の２を補助基本額とし、本事業を実施する事業主体に対す

る市町村の支援額と、補助基本額の２分の１（都市機能誘導区域面積割合が 50％以

上の場合（当該立地適正化計画が、平成 29 年度以前に作成され、かつ、作成の日か

ら起算して５年以内のものである場合を除く。）にあっては、100 分の 45）のそれぞ

れいずれか低い額を補助金の額とする。 

２ 事業主体に対する市町村の支援額は、公的不動産等活用支援による額（以下「公

的不動産等活用支援額」という。）及び必要な場合には現金による追加的な支援額を

合算したものをいう。 

３ 公的不動産等活用支援とは、市町村又は都道府県の所有する不動産（以下「公的

不動産」という。）を活用して誘導施設を整備する等の事業で、市町村又は都道府県

が行う次の支援をいう。ただし、法令（本事業の実施に係るものは除く。）に基づく

譲渡減免額、賃貸料の減免及び税の減免は除く。 

① 事業主体に公的不動産を譲渡する際の価格を減免 

② 事業主体に公的不動産を賃貸する際の価格を減免 

③ 誘導施設又は誘導施設の存する土地（事業主体が所有するものに限る。）に係る

固定資産税もしくは都市計画税を減免 

４ 公的不動産等活用支援額は次の手法のいずれか又は組合せにより求めるものとし、

いずれの場合においても減免前の土地価格については、市町村において不動産鑑定
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評価を行った後に、土地価格の算定に係る専門性を有する第三者が入った委員会に

付議し土地価格を定め、その上で国において土地価格の妥当性を確認するものとす

る。 

① 事業主体に公的不動産を低廉な価格で譲渡する場合 

譲渡に係る減免額を公的不動産等活用支援額とする。 

② 事業主体に公的不動産を低廉な価格で賃貸する場合 

賃貸に係る減免額を公的不動産等活用支援額とする。ただし、複数年次にわた

って減免する場合は、当該減免期間の減免額を合算することができるものとし、

次式により算出するものとする。 

複数年次の支援額＝ 

T

t
t

Rt
1

1)04.01(  

T：減免期間 

R：減免額の２分の１ 

③ 誘導施設又は誘導施設の存する土地（事業主体が所有するものに限る。）に係る

課税を減免する場合 

課税に係る減免額を公的不動産等活用支援額とする。ただし、複数年次にわたっ

て減免する場合は、当該減免期間の減免額を合算することができるものとし、次式

により算出するものとする。 

複数年次の支援額＝ 

T

t
t

Rt
1

1)04.01(  

T：減免期間 

R：減免額の２分の１ 

 

第４条の５ 都市再生整備計画の提出等 

都市構造再編集中支援事業を実施する民間事業者等は、法第 14 条の都市再生基本方

針等に基づき第３条の５第１項及び第２項に掲げる事項を記載した立地適正化計画及

び都市再生整備計画について、国土交通大臣に提出するものとする。 

 

表３（民間事業者等が実施する事業の補助対象事業） 

補助対象事業 補助対象事業費 

１.誘導施設 表１の第13項と同じ。ただし、「注２」とあるのは、以下の通りとす

る。 

 

整備に要する費用は、注２に掲げる設計費、土地整備費、用地取得費

、共同施設整備費、専有部整備費及び費用増分用地費と既存の建築物を

活用して整備する事業に係る賃貸料を合計した額とする。 
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なお、緑地、広場、通路等の公共の用に供する敷地に相当する部分を

用地取得費として補助対象事業費とする場合は、当該用地取得費を減じ

た額を従後地土地価格とする。 

また、負担増分用地費を算出するに当たり、従前地及び従後地の土地

価格については、市町村において不動産鑑定評価を行った後に、土地価

格の算定にかかる専門性を有する第三者が入った委員会に付議し、定め

るものとする。 

賃借料は原則５年間を限度とした賃料とし、事業中に当初の計画期間

に満たない事業期間となった場合は貸借に要する費用の全てを国庫納付

するものとする。 

 

なお、次のいずれかに適合する事業については、補助対象事業費のう

ち、設計費、賃貸料を除いた額に1.20を乗じて得た額を補助対象事業費

とする。 

Ａ 低未利用地において誘導施設を整備することにより、土地の有効活

用を図り、生活機能を確保する事業 

Ｂ 医療、社会福祉、行政等の複数の機能を有する施設（複数市町村が

連携して立地適正化計画を作成し、共同で活用・整備する単一機能の

施設を含む。）の整備により、まちの核となる拠点を形成する事業 

Ｃ 既存ストックの有効活用を図るため、既存建造物の改修により誘導

施設の整備を行う事業 

Ｄ 複数の敷地を集約・整序し、土地の有効活用を図り、誘導施設を整

備する事業 

Ｅ 災害ハザードエリアから移転を行う事業（立地適正化計画に記載さ

れた防災指針に即した事業に限る。） 

Ｆ 復興促進事業 

 

２.広域連携

誘導施設 

表１の第14項と同じ。ただし、「注２」とあるのは、本表第１項と同

じ扱いとする。 

３.復興促進

事業 

表１の第28項と同じ。ただし、「注２」とあるのは、本表第１項と同

じ扱いとする。 

 

附則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附則 

第２条の２及び第３条の２において、交付対象事業及び補助対象事業から除くことと

していることについては、令和３年度末までに国に提出されている都市再生整備計画に基

づく事業はこの限りでない。 

 

附則 

この要綱は、令和２年９月７日から施行する。 

 

附則 
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この要綱は、令和３年１月 28 日から施行する。 

 

附則 

本改正要綱の施行（令和３年１月 28 日）の際、現に国に提出されている都市再生整備

計画及び本改正の施行の日から令和２年度末までに国に提出されている都市再生整備計画

に基づく事業は、改正前の要綱に基づき支援が受けられるものとする。 

 

附則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附則 

本改正要綱の施行（令和３年４月１日）の際、現に国に提出されている都市再生整備

計画に基づく事業は、改正前の要綱に基づき支援が受けられるものとする。 

 

附則 

表１の３.地域創造支援事業、12.高次都市施設及び 13.誘導施設において、整備予定地

区周辺における空きビル等の既存ストックの有効活用を検討することを要件としているこ

とについては、令和４年度末までに国に提出されている都市再生整備計画に基づく事業は

この限りでない。 

 

附則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附則 

本改正要綱の施行（令和４年４月１日）の際、現に国に提出されている都市再生整備

計画に基づく事業は、改正前の要綱に基づき支援が受けられるものとする。 

 

附則 

表１の 12.高次都市施設、13.誘導施設、14.広域連携誘導施設及び表２の１．誘導施設、

２．広域連携誘導施設において、新築の建築物は原則として省エネ基準に適合することを

要件としていること、及び地方公共団体又は機構が新築する建築物について原則として

ZEB 水準に適合することを要件としていることについては、令和６年度末までに国に提出

されている都市再生整備計画に基づく事業はこの限りでない。 

 

附則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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附則 

本改正要綱の施行（令和５年４月１日）の際、現に国に提出されている都市再生整備

計画に基づく事業は、改正前の要綱に基づき支援が受けられるものとする。 

 

附則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附則 

第２条の２第１項第４号から第７号において、交付対象事業及び補助対象事業から除

くこととしていること、及び、表１の３．地域創造支援事業、５．公園、12．高次都市

施設、13．誘導施設、14．広域連携誘導施設、15.既存建造物活用事業において、水防法

第 14 条第１項に規定する洪水浸水想定区域、同法第 14 条の２に規定する雨水出水浸水

想定区域及び同法第 14 条の３に規定する高潮浸水想定区域においては利用者の安全を確

保するための対策が実施されることを要件としていることについては、令和９年度末まで

に国に提出されている都市再生整備計画に基づく事業は、この限りでない。 

 

附則 

この要綱は、令和７年12月16日から施行する。 

 


